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１【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

「ニュー・チャイナ・ファンド（予想分配金提示型）」（以下、「当ファンド」といいます。）につ

き、繰上償還にかかる手続きを開始するにあたり、2026年1月15日付けをもって、金融商品取引法第24

条の５第４項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第２項第14号の規定に基づ

き、臨時報告書を提出しましたが、書面決議の結果、本議決案が否決されたため、これを訂正するもの

です。

 

２【訂正の内容】

当ファンドは、2026年2月20日に繰上償還にかかる書面決議を行いましたが、議決権を行使することが

できる受益者の議決権の３分の２以上の賛成を得られず、本議案は否決されました。そのため、法令の

定めに基づき、当ファンドについて繰上償還せず運用を継続することとなりましたので、お知らせいた

します。

 

以上
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